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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗滌消毒装置本体と、この洗滌消毒装置本体に対して開閉自在に接続される蓋体とで構
成される内視鏡洗滌消毒装置であって、
　前記洗滌消毒装置本体に、液が貯留されたボトルの口部に配設されたキャップが配置さ
れるボトル配設部と、前記ボトルの口部の開口を塞ぐ閉塞部を解放させる閉塞部解放部と
、この閉塞部解放部によって解放された口部の開口から排出される液が注入される注入口
を有する薬液タンクとを具備する内視鏡洗滌消毒装置において、
　前記洗滌消毒装置本体は、消毒用トレーの収容部に配置されたボトルを斜めに寝かせた
状態で前記閉塞部解放部を備えるボトル配設部に導くように配設された案内部材を備え、
　前記閉塞部解放部は、金属製の管状部材の一端部側で交差する第１切断形成線及び第２
切断面形成線を設けて形成される、
　前記第１切断形成線を設けることによって前記管状部材の一端部先端に位置して前記閉
塞部の外周側に破断部を形成する刃部と、
　前記第１切断形成線に沿って設けられ、前記刃部によって形成された破断部を拡張する
拡張面部と、
　前記第２切断面形成線に沿って設けられ、前記拡張面部によって拡張される破断部が前
記閉塞部の全周に渡ることを防止する逃がし部と、
　前記第１切断形成線と前記第２切断面形成線との交点であって、前記逃がし部を設けた
ことによって取り残された一体部を支点に、前記閉塞部の面部を押圧して移動させて前記
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ボトル内の液を排出するための流路を確保する押圧部と、を備え、
　前記案内部材によって前記ボトル配設部に導かれた前記ボトルのキャップの先端を当該
ボトル配設部の位置決め面に当接させることにより、前記閉塞部解放部の逃がし部と、前
記キャップ本体の内周面と、前記押圧部に押圧された前記閉塞部の面部とで、液排出時に
おいてボトル内部の液と空気との入替えを行うための空間を形成することを特徴とする内
視鏡洗滌消毒装置。
【請求項２】
　前記ボトル配設部が前記洗滌消毒装置本体側に一体に固定されるとともに、前記閉塞部
解放部が前記ボトル配設部に一体に固定されることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡
洗滌消毒装置。
【請求項３】
　前記ボトル配設部と前記薬液タンクとの間に、前記ボトルから排出される液を前記薬液
タンク内に供給する流体管路部材を設けた構成において、
　前記流体管路部材の一端部を前記ボトル配設部に一体的固設する一方、該流体管路部材
の他端部を前記薬液タンクの注入口に位置調整部材を介して移動可能に配設することを特
徴とする請求項２に記載の内視鏡洗滌消毒装置。
【請求項４】
　前記逃がし部を形成する第２切断面形成線の形成点を前記管状部材の側面に設け、前記
形成点は、前記ボトルのキャップの先端が前記ボトル配設部の位置決め面に当接した状態
において、前記口部に設けられた閉塞部よりも前記キャップの先端側に位置することを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡洗滌消毒装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用された内視鏡を、洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　体腔内の検査や治療の目的で使用される内視鏡は、体腔内に挿入される挿入部の外表面
だけでなく、挿入部内に設けられている送気送水管路、或いは鉗子チャンネルを兼ねる吸
引管路等の管路内に汚物が付着する。そのため、内視鏡は、使用後、洗滌、消毒される。
近年、一般的に内視鏡の洗滌、消毒処理は洗滌消毒装置を用いて行われる。
【０００３】
　内視鏡の洗滌、消毒を洗滌消毒装置で行う場合、ユーザーは、まず、洗滌カバーを開状
態にして使用済みの内視鏡を洗滌消毒槽内に収容、セットする。次に、洗滌消毒槽に設け
られた液体及び気体等の流体を供給するための各ポートと、内視鏡に設けられた各管路と
を洗滌チューブを介して連結する。次いで、洗滌カバーを閉状態にして、処理開始スイッ
チをＯＮ状態にする。すると、予め設定された手順にしたがった、例えば洗滌工程、濯ぎ
工程、消毒工程、濯ぎ工程及び乾燥工程（アルコールフラッシュ等による）の順に、洗滌
消毒が実施される。
【０００４】
　消毒工程においては、洗滌消毒装置内部に設置されている薬液タンクから所定の消毒・
滅菌液（以下、消毒液と記載する）が洗滌消毒槽等に供給される。薬液タンクには、予め
所定量の消毒液が貯留される。薬液タンクに貯留される消毒液は、濃縮液を希釈水によっ
て希釈調合することによって生成される。
【０００５】
　従来において、消毒液の調合は、特定の調合場所でユーザーにより行われ、調合された
消毒液はユーザーによって薬液タンクの注入口から薬液タンク内に注入されていた。この
ため、ユーザーにとって、消毒液を調合すること及び調合された消毒液を薬液タンク内に
注入する作業は煩雑な作業の一つであった。
【０００６】
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　この不具合を解消するため、例えば特開平２０００－２８８０６９号公報には、消毒液
の濃縮液が入ったボトル体が取り付けられる消毒液タンクを備えた、内視鏡洗滌消毒装置
が示されている。
【０００７】
　この内視鏡洗滌消毒装置においては、ボトル体は２つのボトルを備えて構成され、各ボ
トルは、液が貯留される本体部と、本体部の口部に取り付けられるキャップとで構成され
ていた。そして、キャップには、このキャップを本体部の口部に取り付けた際に口部を閉
塞する樹脂製の薄膜部が設けられている。そして、この薄膜部が、薬液タンクに一体に設
けられたボトル取付部に備えられた突起部によって破断されることによって、口部を閉塞
する薄膜部が解放されて本体部に貯留されていた液が排出される。
【特許文献１】特開平２０００－２８８０６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１の内視鏡洗滌消毒装置においては、ボトル取付部が薬液タン
クに一体に設けられていた。このため、突起部によって薄肉部が確実に破断されるように
、突起部とキャップとの位置合わせを行う際、薬液タンクを移動させて位置決めを行わな
ければならないため、位置決め作業が煩雑であった。
【０００９】
　また、特許文献１や図２１のボトルと突起部との構成を説明する図に示すように、ボト
ル２０１を構成する本体部２０２の口部２０３に一体に取り付けられるキャップ２０４に
、口部２０３の開口を閉塞する薄肉部２０５が備えられ、この薄肉部２０５を突起部２１
１で切断するように構成されていた。突起部２１１の先端構造がパイプ部材２１０を斜め
に切断した、いわゆるスラッシュカット形状で構成されていた場合、図２２の突起部の作
用を説明する図に示すように薄肉部２０５が突起部２１１によって分離切断される。この
ため、切断された薄肉部２０５が開口２１２を通過して薬液タンク内に落下する不具合や
、切断された薄肉部２０５がパイプ部材２１０の開口２１２を全体的或いは部分的に塞い
で、ボトル２０１内の液が薬液タンク内に注入されるのに時間がかかるおそれがあった。
【００１０】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、液が貯留されたボトルをボトル配設部
に配設させることによって、ボトル内の液が速やかに薬液タンクに注入される流路を確実
に形成する内視鏡洗滌消毒装置を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の内視鏡洗滌消毒装置は、洗滌消毒装置本体と、この洗滌消毒装置本体に対して
開閉自在に接続される蓋体とで構成される内視鏡洗滌消毒装置であって、
　前記洗滌消毒装置本体に、液が貯留されたボトルの口部に配設されたキャップが配置さ
れるボトル配設部と、前記ボトルの口部の開口を塞ぐ閉塞部を解放させる閉塞部解放部と
、この閉塞部解放部によって解放された口部の開口から排出される液が注入される注入口
を有する薬液タンクとを具備する内視鏡洗滌消毒装置において、
　前記洗滌消毒装置本体は、消毒用トレーの収容部に配置されたボトルを斜めに寝かせた
状態で前記閉塞部解放部を備えるボトル配設部に導くように配設された案内部材を備え、
　前記閉塞部解放部は、金属製の管状部材の一端部側で交差する第１切断形成線及び第２
切断面形成線を設けて形成される、前記第１切断形成線を設けることによって前記管状部
材の一端部先端に位置して前記閉塞部の外周側に破断部を形成する刃部と、前記第１切断
形成線に沿って設けられ、前記刃部によって形成された破断部を拡張する拡張面部と、前
記第２切断面形成線に沿って設けられ、前記拡張面部によって拡張される破断部が前記閉
塞部の全周に渡ることを防止する逃がし部と、前記第１切断形成線と前記第２切断面形成
線との交点であって、前記逃がし部を設けたことによって取り残された一体部を支点に、
前記閉塞部の面部を押圧して移動させて前記ボトル内の液を排出するための流路を確保す
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る押圧部と、を備え、
　前記案内部材によって前記ボトル配設部に導かれた前記ボトルのキャップの先端を当該
ボトル配設部の位置決め面に当接させることにより、前記閉塞部解放部の逃がし部と、前
記キャップ本体の内周面と、前記押圧部に押圧された前記閉塞部の面部とで、液排出時に
おいてボトル内部の液と空気との入替えを行うための空間を形成する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、液が貯留されたボトルをボトル配設部に配設させることによって、ボ
トル内の液が速やかに薬液タンクに注入される流路を確実に形成し、かつ閉塞部を破断す
る力量を軽くする内視鏡洗滌消毒装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。  
　図１乃至図図２０は本発明の一実施形態にかかり、図１は内視鏡洗滌消毒装置を説明す
る斜視図、図２は内視鏡洗滌消毒装置のトップカバーを開状態にして内視鏡が収納される
洗滌消毒槽を説明する斜視図、図３はトップカバーと槽本体との関係を説明する図、図４
は供給ノズルの噴出口から槽本体内に液を供給するとともに、凸部の内面に向けて液を噴
出している状態を示す図、図５は図１のＡ－Ａ線断面図、図６は供給ノズルの噴出口から
槽本体内に液を供給するとともに、ドーム状凸部のドーム頂点に向けて液を噴出している
状態を示す図、図７は消毒液用トレーとボトルとの関係を説明する図、図８は消毒液用ト
レーの構成を説明する図、図９は消毒液用トレーにボトルを配置した状態を説明する上面
図、図１０は消毒液用トレーにボトルを配置した状態を説明する正面図、図１１はボトル
と、ボトル配設部と、ボトル配設部に設けられた閉塞部解放部と、薬液タンクとの関係を
説明する図、図１２は閉塞部解放部の構成を説明する斜視図、図１３はボトルがボトル配
設部に配置されて、閉塞部解放部の刃部が拡張面部の薄肉部に対峙している状態を説明す
る図、図１４は閉塞部解放部の拡張面部によって閉塞部を押圧している状態を説明する図
、図１５は閉塞部解放部の押圧部によって閉塞部を押し上げた開放状態を示す図、図１６
は閉塞部解放部と破断状態との関係を説明する図、図１７はボトル内の液が薬液タンク内
に注がれている状態を示す図、図１８は液量検知センサの構成を説明する図、図１９は液
量検知センサの作用を説明する図、図２０は結露によって発生する誤動作等の電気的な不
具合を防止する液量検知センサの構成を説明する図である。
【００１５】
　図１及び図２に示す本実施形態の内視鏡洗滌消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を
洗滌、消毒するための装置であり、洗滌消毒装置本体２と、この洗滌消毒装置本体２に対
して後述する連結具を介して開閉自在に接続される蓋体であるトップカバー３とによって
要部が構成されている。洗滌消毒装置本体２には内視鏡１００が収容される洗滌消毒槽４
が設けられている。
【００１６】
　図１に示すように洗滌消毒装置本体２の操作者（不図示）が近接する図中前面（以下、
前面と称す）であって、例えば左側上部側には、洗剤／アルコールトレー１１が備えられ
ている。洗剤／アルコールトレー１１は、洗滌消毒装置本体２の前方へ引き出し自在に構
成されている。
【００１７】
　洗剤／アルコールトレー１１には、内視鏡１００を洗滌する洗滌工程で使用される洗滌
液が貯留されるタンク１１ａ、及び洗滌消毒後の内視鏡１００を乾燥する乾燥工程で使用
されるアルコールが貯留されるタンク１１ｂが収納されている。
【００１８】
　洗剤／アルコールトレー１１には、タンク１１ａ、１１ｂ内の洗滌液、アルコールの残
量を確認するための窓部１１ｍが設けられている。したがって、ユーザーは、窓部１１ｍ
を介してタンク１１ａ、１１ｂ内の洗滌液及びアルコールの残量の確認を行える。ここで
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、ユーザーが、残量の不足を確認した場合には、洗剤／アルコールトレー１１を引き出し
た状態にした後、タンク１１ａ、１１ｂを取り出し、洗滌液或いはアルコールの補充作業
を行う。
【００１９】
　一方、洗滌消毒装置本体２の前面であって、例えば右側上部側には消毒液等の薬液が貯
留された容器等が収納される薬液用ボトルカセットトレー（以下、消毒液用トレーと記載
する）１２が備えられている。消毒液用トレー１２内には、内視鏡１００を消毒する消毒
工程で使用する消毒剤が入っていた容器であるボトル７０Ａ、７０Ｂが収容されている。
【００２０】
　洗滌消毒装置本体２の前面であって、消毒液用トレー１２の上部にはサブ操作パネル１
３が設けられている。サブ操作パネル１３には図示しない、プログラムナンバー表示部、
洗滌時間表示部、消毒時間表示部、消毒液情報表示部、機能チェック釦、送気釦、消毒液
加温釦等の指示釦が設けられている。
【００２１】
　また、洗滌消毒装置本体２の前面中央下部にはフットスイッチ１４が設けられている。
フットスイッチ１４をユーザーが踏み込み操作することによって、洗滌消毒装置本体２に
対して閉状態に保持されているトップカバー３を図２に示す開状態にさせる。
【００２２】
　なお、トップカバー３には後述するパッキン６３が設けられており、図１に示すように
トップカバー３を閉状態にしたとき、パッキン６３が後述する内視鏡収容口に密着配置さ
れるようになっている。符号８は取っ手であり、ユーザーがトップカバー３を閉じるとき
等に把持する部分である。
【００２３】
　図２に示すように洗滌消毒装置本体２の上部には、内視鏡１００が収容自在な洗滌消毒
槽４が設けられている。また、洗滌消毒装置本体２の上面であって、洗滌消毒槽４を挟ん
だ前面側両端部にはメイン操作パネル２５が設けられている。メイン操作パネル２５には
、プログラム選択釦、消毒液カウンター、時間表示部、漏水検知釦、アルコールフラッシ
ュ釦、スタートボタン、ストップ釦等の各種操作釦が設けられている。メイン操作パネル
２５及びフットスイッチ１４が設けられている前面側が操作者用操作位置４ｋ側になって
いる。
【００２４】
　洗滌消毒槽４は、槽本体５０と、該槽本体５０の上方で開口する内視鏡収容口の外周縁
に連続して周設されたテラス部５１とにより主に構成されている。槽本体５０には、使用
後の内視鏡１００が洗滌消毒される際、該内視鏡１００が収容される。テラス部５１は、
内視鏡収容口方向に対して、言い換えれば斜め上方に向かって、指向する傾斜面として形
成されている。洗滌消毒装置本体２の上面であって、背面側には洗滌消毒装置本体２に水
道水を供給するための給水ホース接続口３１が設けられている。給水ホース接続口３１と
水道栓とはホース（不図示）によって接続されるようになっている。
【００２５】
　テラス部５１と底面５０ｔとの間には、槽本体５０の底面５０ｔに対して平行な平面部
５０ｈが設けられている。平面部５０ｈには、側面と上面とに噴出口２３ａ、２３ｂを有
する供給ノズル２３、及び消毒液ノズル２４が配設されている。供給ノズル２３は、槽本
体５０内にタンク１１ａ内の洗滌液の供給や、槽本体５０の側面５０ｓに設けられた後述
する循環口５６から吸液された洗滌液、水、消毒液等の槽本体５０への再供給を行う。消
毒液ノズル２４は槽本体５０内に、洗滌消毒装置本体２内の所定位置に配置されている薬
液タンク（図３等の符号７８参照）内の消毒液を供給する。  
　なお、供給ノズル２３及び消毒液ノズル２４を、テラス面５１ｔに配設する構成にして
もよい。
【００２６】
　槽本体５０の側面５０ｓの任意の位置には、槽本体５０に供給された洗滌液、水、消毒
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液等の水位を検出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。一方、テラス面５１
ｔの操作者用操作位置４ｋに対向する面５１ｆには、内視鏡１００の内部に設けられた管
路に、洗滌液、水、消毒液、アルコール、又はエア等の流体を供給するための送気送水／
鉗子口用ポート３３及び副送水／鉗子起上用ポート３４が少なくとも１つずつ設けられて
いる。なお、符号３５は漏水検知用ポートである。
【００２７】
　槽本体５０の底面５０ｔには排水口５５が設けられ、側面５０ｓには循環口５６が設け
られている。排水口５５は、槽本体５０に供給された流体である、洗滌液、水、消毒液、
アルコール等を所定の図示しない管路を介して槽本体５０から排出する。循環口５６は、
槽本体５０に供給された洗滌液、水、消毒液等を、槽本体５０からポンプ（図４の符号５
０ｐ）を介して吸液する。そして、吸液された洗滌液、水、消毒液等は、供給ノズル２３
から槽本体５０へ再供給されるとともに、送気送水／鉗子口用ポート３３、副送水／鉗子
起上用ポート３４から内視鏡１００に配設された各管路内に再供給される。
【００２８】
　図２乃至図５を参照してトップカバー３の構成を説明する。  
　図２及び図３に示すように洗滌消毒装置本体２の上面側に配置されるトップカバー３は
、枠体６１と、カバー部材６２と、パッキン６３とで主に構成されている。枠体６１の装
置本体側面にはカバー部材６２が一体的に固設されている。そして、カバー部材６２の装
置本体側面にはパッキン６３が一体的に固設されている。
【００２９】
　カバー部材６２に固設されるパッキン６３は、所定の弾性力を有する弾性部材で所定形
状に形成されており、洗滌消毒装置本体２に設けられている内視鏡収容口を囲むように密
着配置される。パッキン６３には密着部６３ａと、取付部６３ｂとが設けられている。取
付部６３ｂはカバー部材６２に設けられる後述するパッキン配設溝（図３等の符号６２ｃ
参照）に係入配置される構成になっている。一方、密着部６３ａは、洗滌消毒装置本体２
に形成されている内視鏡収容口近傍の上面に対して所定の密着状態で配置される。
【００３０】
　図３及び図４に示すカバー部材６２は光透過性の樹脂部材、いわゆる透明樹脂部材若し
くは半透明樹脂部材で所定形状に形成されている。具体的に、本実施形態のカバー部材６
２においては、平面部６２ａと凸部６２ｂとを設けて構成されている。凸部６２ｂの内部
空間内には洗滌消毒装置本体２の平面部５０ｈに配設された、供給ノズル２３、及び消毒
液ノズル２４が配置される。一方、平面部６２ａは、トップカバー３を閉じた状態であっ
て、槽本体５０内に供給ノズル２３の噴出口２３ａを介して例えば洗浄液や消毒液を槽本
体５０内に供給している状態において、液の水位が所定水位に達したとき、平面部６２ａ
の槽本体側面が満たされた液面に接触するように構成されている。
【００３１】
　このことによって、洗浄液や消毒液を槽本体５０内に供給することによって平面部６２
ａを構成する槽本体側面の洗滌及び消毒が可能になっている。なお、供給ノズル２３を介
して洗浄液や消毒液を供給している状態において、供給ノズル２３に設けられている噴出
口２３ｂから凸部６２ｂの液面に接触しない内面に向けて洗浄液、或いは消毒液が噴出さ
れて、凸部６２ｂの内面の洗滌及び消毒が可能になっている。
【００３２】
　図３及び図５に示すようにカバー部材６２の平面部６２ａの一面側である装置本体側面
の所定位置には凹部であるパッキン配設溝６２ｃが設けられている。このパッキン配設溝
６２ｃにはパッキン６３を構成する取付部６３ｂが嵌入配置された状態で、例えば接着に
よって一体的に固定される。一方、平面部６２ａの他面側の所定位置には凸部である枠体
固定部６２ｄが設けられている。この枠体固定部６２ｄは、枠体６１に設けられる後述す
るカバー配設部に係入配置される。
【００３３】
　枠体６１はステンレス鋼等の金属部材を例えばプレス加工によって所定形状に形成され
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る。この枠体６１にはフック配設部６１ａと、ヒンジ配設部６１ｂと、カバー配設部６１
ｃとが設けられている。
【００３４】
　フック配設部６１ａは取っ手８近傍に設けられており、ロック機構６４を構成するコ字
形状のフック６４ａが一体的に固設されている。このフック６４ａには、洗滌消毒装置本
体２の前面側に設けられたロック機構６４を構成する爪部６４ｂが係入配置される構成に
なっている。
【００３５】
　ヒンジ配設部６１ｂには開閉部材である開閉ヒンジ６５を構成する回動部６５ａが一体
的に固定される。開閉ヒンジ６５の軸部（不図示）には回動部６５ａに対して所定の付勢
力を発生させるバネ部材（不図示）が設けられている。開閉ヒンジ６５を構成する固定部
（不図示）は、洗滌消毒装置本体２の背面側に設けられたヒンジ固定部材６５ｂに一体的
に固定される。
【００３６】
　したがって、図３に示すように洗滌消毒装置本体２に対して枠体６１を閉状態に配置さ
せてロック機構６４を構成する爪部６４ｂをフック６４ａに係入配置させたとき、開閉ヒ
ンジ６５の回動部６５ａから枠体６１に対して常時、矢印Ａ方向の付勢力が働いて、ロッ
ク機構６４がロック状態になることによって閉状態に保持される。
【００３７】
　そして、ユーザーによってフットスイッチ１４が踏み込み操作されることによって、ロ
ック機構６４を構成する爪部６４ｂとフック部６１ｃとの係入配置状態が解除される。す
ると、閉状態であった枠体６１が開閉ヒンジ６５に配設されているバネの付勢力によって
矢印Ａ方向に移動を開始し、枠体６１は開状態位置（図２参照）まで移動する。
【００３８】
　カバー配設部６１ｃは装置本体側面の所定位置に、断面形状が略コ字形状で構成されて
いる。略コ字形状に構成されたカバー配設部６１ｃにはカバー部材６２の枠体固定部６２
ｄが係入配置され、この状態で例えば接着によって一体的に固定される。
【００３９】
　なお、枠体６１のカバー配設部６１ｃの開口側にはカバー配設部６１ｃより幅広なシー
ル部材配設部６１ｄが設けられている。このシール部材配設部６１ｄには、襞状部６６ａ
を有するシール部材６６が配設されている。カバー部材６２の枠体固定部６２ｄをカバー
配設部６１ｃに係入配置させた状態においては、シール部材６６の襞状部６６ａが枠体固
定部６２ｄに密着配置されて、液密を保持する構成になっている。
【００４０】
　また、カバー部材６２の枠体固定部６２ｄをカバー配設部６１ｃに係入配置させた状態
において、カバー部材６２のパッキン配設溝６２ｃに配設されたパッキン６３は、６１ａ
、６１ｂを構成する金属部分の直下、又はカバー配設部６１ｃに配設され枠体固定部６２
ｄに設けられている。
【００４１】
　さらに、カバー部材６２の枠体固定部６２ｄの所定の位置にはフック６４ａに対応する
第１の逃がし部６２ｅ及び回動部６５ａに対応する第２の逃がし部６２ｆが設けられてい
る。
【００４２】
　このように、トップカバーを、金属製の枠体と、この枠体に一体固定される樹脂製のカ
バー部材と、このカバー部材に一体に固設されるパッキンとで構成したことによって、全
てを樹脂製で構成したトップカバーに比べて、剛性を大幅に向上させることができる。
【００４３】
　また、トップカバーを構成するカバー部材に設けられるパッキンの配設位置を強度を考
慮した、枠体を構成する金属部分の直下、又は枠体のカバー配設部に配設される枠体固定
部に設けることによって、カバー部材が撓む等の不具合を防止して液密性を確実に保持す
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ることができる。
【００４４】
　また、供給ノズルの側面に設けられて槽本体内に液を供給する噴出口と、上面に設けら
れて凸部の液面に接触しない内面に液を噴出する噴出口とを設けることによって、１つの
ノズルで２つの作用である、槽本体への液の供給及び凸部の内面に対する液の噴出を行う
ことができる。このことによって、スペース確保、及び小型化と、カバー全面の消毒とを
行うことが両立できる。
【００４５】
　なお、凸部６２ｂの形状を図６に示すようにドーム形状のドーム状凸部６２ｆとして形
成するようにしてもよい。この構成において、供給ノズル２３の噴出口２３ｂをドーム頂
点６２ｇに設定することによって、供給ノズル２３から噴出口２３ｂから噴出された液が
、ドーム頂点６２ｇから放射状に広がって、ドーム状凸部６２ｆの槽本体側面の洗滌を満
遍なく行うことができる。
【００４６】
　また、噴出口２３ｂからドーム頂点６２ｇまでの距離を適宜設定することによって、ド
ーム頂点６２ｇに噴出される液の勢いを調整して液当たりの際に発生する斑を最小にする
ことができる。
【００４７】
　さらに、供給ノズル２３の噴出口２３ａ、２３ｂの径寸法と、これら噴出口２３ａ、２
３ｂに連通する流体路２３ｃの径寸法とを適宜設定することによって、それぞれの噴出口
２３ａ、２３ｂから噴出される液の量及び勢いを所望の状態に設定することが可能になる
。本実施形態においては噴出口２３ａと、噴出口２３ｂと、流体路２３ｃとの間の関係を
、例えば、流体路２３ｃの径寸法＞噴出口２３ｂの径寸法＞噴出口２３ａの径寸法の関係
に設定して、流体路２３ｃの終端に段部２３ｄが形成される構成にしている。
【００４８】
　このことによって流体路２３ｃに供給されて噴出口２３ｂ方向に向かっている液の流れ
を、噴出口２３ａ側に向かうように分岐させる抵抗を得ることができる。また、段部２３
ｄを設けるとともに、流体路２３ｃの径寸法と、噴出口２３ｂの径寸法と、噴出口２３ａ
の径寸法との間の関係を、流体路２３ｃの径寸法＞噴出口２３ｂの径寸法＞噴出口２３ａ
の径寸法と、設定することによって、噴出口２３ｂから噴出される液の勢いを噴出口２３
ａから噴出される液の勢いより強くすることができる。
【００４９】
　図７乃至図１１を参照して消毒液用トレー１２とボトル７０Ａ、７０Ｂとの関係を説明
する。  
　図７に示すように消毒液用トレー１２は洗滌消毒装置本体２の前方へ引き出し自在であ
る。消毒液用トレー１２の収容部１２ａには、２種類のボトルである第１のボトル７０Ａ
及び第２のボトル７０Ｂを、例えば破線に示すテープ１２ｂによって、一体に固定したボ
トル体７０がいわゆるカセット方式で、矢印に示すように収納配置されるようになってい
る。第１のボトル７０Ａには消毒液の濃縮された本剤が貯留され、第２のボトル７０Ｂに
は緩衝剤が貯留されている。
【００５０】
　図７及び図９に示すように各ボトル７０Ａ、７０Ｂは、液が貯留される略箱状のボトル
本体７１と、キャップ７２とで構成されている。ボトル本体７１には貯留された液体が排
出される略円筒形状の口部７１ａが設けられている。キャップ７２は略円筒形状であって
、口部７１ａに取り付けられるようになっている。
【００５１】
　また、消毒液用トレー１２の収容部１２ａに収納されるボトル７０Ａ、７０Ｂを構成す
るボトル本体７１には、収納部１２ａに特定のボトルである該ボトル７０Ａ及びボトル７
０Ｂが配設させるための係合手段を構成する、突起部７３Ｌ、７３Ｒ及び凹部７４Ｌ、７
４Ｒが設けられている。
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【００５２】
　具体的にボトル７０Ａについては、消毒液用トレー１２の収容部１２ａに対してボトル
体７０を構成するボトル７０Ａ、７０Ｂの一面側を対向配置させた配置位置関係において
、ボトル本体７１の右側側壁の底部側所定位置に突起部７３Ｒが設けられ、ボトル本体７
１の平面で構成された左側側壁の側部中央所定位置に凹部７４Ｌが設けられている。一方
、ボトル７０Ｂについては、同じ配置位置関係において、ボトル本体７１の左側側壁の底
部側所定位置に突起部７３Ｌが設けられ、ボトル体７１の平面で構成された右側側壁の側
部中央所定位置に凹部７４Ｒが設けられている。
【００５３】
　したがって、第１のボトル７０Ａと第２のボトル７０Ｂとを所定状態でテープ１２ｂに
よって一体に固定して構成されたボトル体７０においては、底部側に左右方向にそれぞれ
突出した突起部７３Ｌ、７３Ｒが設けられ、ボトル体７０の略中央部には凹部７４Ｌ、７
４Ｒとが合わさって構成された孔部７４が設けられる。
【００５４】
　これらボトル７０Ａ、７０Ｂの構成に対して、図８乃至図１０に示すように消毒液用ト
レー１２の収容部１２ａには係合手段を構成する凹み部１２ｂと凸部１２ｃとが設けられ
ている。凸部１２ｂは、ボトル体７０に設けられた突起部７３Ｒ、７３Ｌがそれぞれ配置
されるように収容部１２ａの前面側に設けられている。一方、凸部１２ｃはボトル体７０
に設けられた孔部７４に配置されるように収容部１２ａの略中央部に設けられている。
【００５５】
　このことによって、第１のボトル７０Ａと第２のボトル７０Ｂとを所定状態で一体に構
成したボトル体７０を消毒液用トレー１２の収容部１２ａに配置させると、図９に示すよ
うにボトル体７０の突起部７３Ｌ、７３Ｒが収容部１２ａに設けられている凹み部１２ｂ
内に配置されるとともに、図１０に示すように収容部１２ａに設けられている凸部１２ｃ
がボトル体７０に構成された孔部７４内に配置されて、ボトル体７０の収容部１２ａ内へ
の収容配置が所定の状態で完了する。
【００５６】
　なお、図１０の符号７６は案内部材である。この案内部材７６は、図３及び図８に示す
ように消毒液用トレー１２の収容部１２ａ内に収容配置されたボトル体７０を構成するボ
トル７０Ａ、７０Ｂを構成するキャップ７２のキャップ本体７２ａを後述する閉塞部開放
部８０を備える後述するボトル配設部７５に導くように配設されている。
【００５７】
　図１１に示すようにボトル本体７１の口部７１ａは、ボトル７０Ａ，７０Ｂを斜めに寝
かせた状態（後述する図１７参照）に配置することによって、ボトル本体７１内の液がそ
の自重により口部７１ａを通じて外部に残らず排出されるようになっている。そのため、
口部７１ａの中心軸７１Ｌがボトル７０Ａ、７０Ｂの中心軸７０Ｌに対して偏心されてい
る。具体的には、口部７１ａの中心軸７１Ｌを、ボトル７０Ａ、７０Ｂの中心軸７０Ｌに
対して下方に偏心させて、口部７１ａの下側内面７１ｂと、ボトル本体７１の下側側壁の
内面７１ｃとを面一致させている。
【００５８】
　また、ボトル７０Ａ、７０Ｂを構成するボトル本体７１の口部７１ａに配設されるキャ
ップ７２には、筒状のキャップ本体７２ａと、ボトル本体７１に配設される取付部７２ｂ
と、弾性を有するシール部７２ｃとが設けられている。キャップ本体７２ａは、閉塞部解
放部８０を備えたボトル配設部７５に着脱自在に配置される。取付部７２ｂはキャップ本
体７２ａの基端側に位置している。シール部７２ｃはキャップ７２の先端に径方向外側に
突出している。
【００５９】
　さらに、キャップ本体７２ａと取付部７２ｂとの境界部近傍であって、キャップ７２の
内孔には、キャップ７２が取付部７２ｂを介してボトル本体７１の口部７１ａに対して気
密かつ液密に固設された状態において、口部７１ａの開口を閉塞して口部７１ａから液が
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流出することを防止する閉塞部７２ｄが設けられている。この閉塞部７２ｄの外周側には
薄肉部７２ｅが設けられており、この薄肉部７２ｅはボトル本体７１の内周面全周に対し
て一体に設けられている。
【００６０】
　このように、第１のボトルを構成するボトル本体及び第２のボトルを構成するボトル本
体にそれぞれ所定の突起部及び凹部を設ける一方、消毒用トレーの収容部にボトル本体に
設けられた突起部に対応する凹み部、及びボトル本体に設けられた凹部によって形作られ
る孔部に対応する凸部をそれぞれ設けることによって、洗滌消毒装置の消毒用トレーに、
ボトル本体に突起部と凹部とを設けた第１のボトル及び第２のボトルを組み合わせて一体
に構成したボトル体を収容配置させることができる。
【００６１】
　このことによって、内視鏡洗滌消毒装置の消毒用トレーに適用外の消毒液が誤って配置
される不具合を未然に防止することができる。  
　なお、第１のボトル７０Ａ及び第２ボトル７０Ｂに形成する凹部７４Ｌ、７４Ｒを一端
面側から他端面側に至る通しで形成する代わりに、中途部に底面を有する、言い換えれば
止まり部を有する凹部７４Ｌ、７４Ｒとして構成するようにしてもよい。
【００６２】
　このことによって、第１のボトルどうし、或いは第２のボトルどうしを誤って組み合わ
せた場合において、凸部１２ｃが配置される孔部７４が構成されないので、万一、第１の
ボトルどうし、或いは第２のボトルどうしを組み合わせてボトル体７０が構成された場合
でも、消毒液用トレー１２に配置されることを未然に防止することができる。
【００６３】
　図３及び図１１乃至図１６を参照してボトル配設部７５に設けられる閉塞部解放部８０
の構成及び作用を説明する。  
　図３及び図１１に示すようにボトル配設部７５は、案内部材７６に対して所定の位置関
係及び状態で対向して配置されている。このボトル配設部７５には、案内部材７６に沿っ
て移動されたボトル体７０を構成する各ボトル７０Ａ、７０Ｂのキャップ本体７２ａが配
設される所定形状の管部材である。ボトル配設部７５は、ボトル７０Ａ、７０Ｂ内の液を
薬液タンク７８に導く流体路入口を構成している。ボトル配設部７５には、薬液タンク７
８の注入口に連通するように所定の湾曲形状に形成された、流体路を形成する流体管路部
材７７が連結されている。薬液タンク７８には、薬液タンク７８内に貯留される消毒液の
液量を段階的に検知するための複数の電極センサ９１ａ、９１ｂ、９１ｃ、９１ｄ、９１
ｅを備えた液量検知センサ９０が設けられている。
【００６４】
　図１１に示すようにボトル配設部７５は、太径部７５ａと細径部７５ｂとを備えている
。太径部７５ａと細径部７５ｂとの境界部に構成される段部内面は、キャップ本体７２ａ
の先端が当接する位置決め面７５ｃになっている。
【００６５】
　太径部７５ａは、キャップ本体７２ａに設けられているシール部７２ｃが密着配置され
るように構成されている。太径部７５ａの一端には折り曲げ部７５ｄが形成されており、
この折り曲げ部７５ｄが洗滌消毒装置本体２を構成する筐体部２ａに締結部材である例え
ばビスによって一体的に固定されている。このことによって、ボトル配設部７５は、洗滌
消毒装置本体２の所定位置に強固に一体的に固定される。
【００６６】
　太径部７５ａの外周面には流体管路部材７７の一端側開口が溶接、或いは半田等によっ
て接合固定されている。流体管路部材７７の他端側開口は、後述する位置調整部材となる
管路配設部材７９を介して薬液タンク７８内に臨まれるように配置されている。一方、ボ
トル配設部７５の細径部７５ｂの内周面には閉塞部解放部８０の後述する管部８０ｅがス
ポット溶接等によって一体的に接合固定されている。
【００６７】
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　図１１及び図１２に示すように閉塞部解放部８０は例えばステンレス鋼等の金属製の管
状部材で構成されており、一端側から順に、刃部８０ａ、拡張面部８０ｂ、押圧部８０ｃ
、逃がし部８０ｄ、及び管部８０ｅを備えている。  
　閉塞部開放部８０の備える刃部８０ａ、拡張面部８０ｂ、押圧部８０ｃ、及び逃がし部
８０ｄは、閉塞部開放部８０を形成する管状部材の端部に第１切断形成線８０ｆと第２切
断面形成線８０ｇとを設けて形成される。
【００６８】
　刃部８０ａは、閉塞部７２ｄの図中下端側に位置する薄肉部７２ｅ近傍に配置されて、
薄肉部７２ｅを突き破るように鋭利に形成される。拡張面部８０ｂは、閉塞部７２ｄの面
部に当接して、刃部８０ａによって突き破られて形成された薄肉部７２ｅの破断部を拡張
する。逃がし部８０ｄは、拡張面部８０ｂによって拡張される薄肉部７２ｅの破断部が全
周に渡ることを防止する。言い換えれば、閉塞部７２ｄを構成する薄肉部７２ｅの図中上
側の一体部を確実にキャップ本体７２ａの内周面に対して一体な状態にして、閉塞部７２
ｄがキャップ本体７２ａの内周面から脱落することを防止している。
【００６９】
　押圧部８０ｃは、第１切断形成線８０ｆと第２切断面形成線８０ｇとの交点であって、
閉塞部７２ｄの面部を押圧して、キャップ本体７２ａの内周面に一体的に配設された状態
で残っている一体部を折り曲げながら閉塞部７２ｄを押し上げて、液が排出される開放状
態を保持する。このことによって、ボトル７０Ａ、７０Ｂ内の液が排出される開口が安定
的に形成される。
【００７０】
　この逃がし部８０ｄを形成する第２切断面形成線８０ｇの形成点８０ｈは、図１５に示
すようにキャップ本体７２ａの先端が位置決め面７５ｃに当接した状態において、閉塞部
７２ｄよりキャップ本体７２ａの先端側に位置するように設定されている。  
　このことによって、図１５に示すように逃がし部８０ｄと、キャップ本体７２ａの内周
面と、閉塞部７２ｄとで構成される空間が、液排出時においてボトル内部の液と空気との
入替えを行うための空間として機能する。
【００７１】
　管部８０ｅは管状部であり、細径部７５ｂの内周面に略密着配置されるように構成され
ている。ボトル配設部７５と閉塞部解放部８０とがスポット溶接等によって一体的に接合
固定されることによって、閉塞部開放部８０は洗滌消毒装置本体２の所定位置に一体固定
されているボトル配設部７５に対して所定の位置関係及び状態で強固に一体固定される。
【００７２】
　したがって、ボトル配設部７５に設けた閉塞部開放部８０と、案内部材７６との位置決
めを高精度に行える。このことによって、ボトル７０Ａ、７０Ｂを構成するボトル本体７
１に固設されたキャップ７２のキャップ本体７２ａがボトル配設部７５の太径部７５ａ内
に所望する状態で配置される。  
　なお、管部８０ｅが細径部７５ｂから脱落することを確実に防止するため抜け止めピン
７５ｅによって管部８０ｅと細径部７５ｂとを一体的にするようにしてもよい。符号８０
ｉ、８０ｋはボトル本体７１内の液を流体路に導く透孔である。
【００７３】
　また、図１１に示すように薬液タンク７８の上面には流体管路部材７７の他端側部が遊
嵌配置される注入口である開口７８ａが設けられている。開口７８ａには例えば弾性部材
で略中央部に所定の孔部７９ａを有する略円盤形状に形成された管路配設部材７９が着脱
自在に配設されるようになっている。
【００７４】
　管路配設部材７９の外周側部には開口７８ａの先端端部７８ｂに対して外嵌配置される
弾性凸部７９ｂが設けられている。また、流体管路部材７７が挿通配置される孔部７９ａ
の内周面には、該流体管路部材７７の外周面に対して密着配置される弾性周状突起７９ｃ
が設けられている。さらに、管路配設部材７９の孔部７９ａの周囲には、該孔部７９ａの
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配置位置を開口７８ａ内において自在に変化可能にする複数の襞部を備えて構成された蛇
腹部７９ｄが設けられている。
【００７５】
　このように、薬液タンクの開口を流体管路部材の他端側部より大径に形成する一方、こ
の開口に流体管路部材の他端側部が配設される孔部を備えるとともに、その孔部の位置を
変化させる蛇腹部を備える管路配設部材を設けたことによって、洗滌消毒装置本体の所定
位置に一体固定されたボトル配設部に対して一体固定された流体管路部材の他端側部を、
薬液タンクの開口内に容易に配置させることができる。
【００７６】
　また、管路配設部材の外周側に、開口の先端端部に外嵌配置される弾性凸部を設けると
ともに、管路配設部材の孔部に流体管路部材の外周面に全周に渡って密着する弾性周状突
起を設けたことによって、薬液タンクの開口と流体管路部材との間からタンク内の薬液が
外部に漏れ出ることを確実に防止することができる。  
　これらのことによって、薬液タンクと流体管路部材との調整作業及び組み付け作業の簡
素化を図れるとともに、薬液タンクのシール性の向上を図れる。
【００７７】
　ここで、図３、図１１、及び図１３乃至図１７を参照して閉塞部開放部の作用を説明す
る。  
　消毒液用トレー１２の収容部１２ａ内にボトル体７０を収容配置させた状態において、
洗滌消毒装置本体２の前方側へ引き出されている消毒液用トレー１２を再び閉状態に移動
させていく。すると、図３に示すように収容部１２ａに収容配置されたボトル体７０であ
るボトル７０Ａ、７０Ｂが案内部材７６を介してボトル配設部７５に導かれていく。そし
て、図１１に示すようにをボトル本体７１の口部７１ａに固設されているキャップ７２の
先端開口と閉塞部開放部８０とが対峙した位置関係になる。
【００７８】
　ここで、さらに消毒液用トレー１２が閉状態位置に移動されていくことによって、キャ
ップ本体７２ａの内周面側に閉塞部解放部８０が配置された後、図１３に示すようにシー
ル部７２ｃが太径部７５ａの内周面に対して密着した状態に配置されるとともに、閉塞部
開放部８０の刃部８０ａが閉塞部７２ｄの外周側に設けられている薄肉部７２ｅに対峙し
た状態になる。
【００７９】
　次いで、消毒液用トレー１２が閉状態位置にさらに移動されることによって、図１６の
斜線に示すように薄肉部７２ｅが刃部８０ａによって突き破られる。このことによって、
破断された部分から排出された液が流体路入口であるボトル配設部７５側に侵入する。そ
の後、図１４に示すように閉塞部開放部８０の拡張面部８０ｂが閉塞部７２ｄを押圧して
、刃部８０ａによって突き破られて形成された破断部を、消毒液用トレー１２の移動とと
もにクロスハッチングに示すように徐々に拡張していく。このとき、シール部７２ｃが太
径部７５ａの内周面に対して密着した状態で移動されているので、破断部を介してボトル
配設部７５側に侵入する液が流体管路外に漏液することが防止される。
【００８０】
　そして、消毒液用トレー１２が閉状態位置まで移動されることによって、図１５に示す
ようにキャップ本体７２ａの先端面が位置決め面７５ｃに当接した状態になる。このとき
、閉塞部７２ｄは、該閉塞部７２ｄに当接してキャップ本体７２ａの内周面に一体的に配
設された状態で残っている一体部７２ｆを折り曲げて閉塞部７２ｄを押し上げた開放状態
に保持する。このことによって、ボトル本体７１内の液が排出される排出口が形成される
。
【００８１】
　すると、図１７に示すように排出口から排出されたボトル本体７１内の液は、流体路入
口であるボトル配設部７５から流体管路部材７７を介して薬液タンク７８内に注がれてい
く。
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【００８２】
　このとき、図１５に示す逃がし部８０ｄと、キャップ本体７２ａの内周面と、閉塞部７
２ｄとで空間が形成されることによって、液排出時において、ボトル本体７１内の液と空
気との入替えが行われて、ボトル本体７１内の液が排出口からスムーズに排出されていく
。
【００８３】
　このように、口部に固設されるキャップに設けられている口部の開口を閉塞する閉塞部
を開放状態にさせる閉塞部解放部に、刃部、拡張面部、押圧部、及び逃がし部を設けたこ
とによって、閉塞部開放部によって閉塞部の外周側に設けられている薄肉部が破断して排
出口を形成した際に、閉塞部がキャップから分離されることを確実に防止することができ
る。
【００８４】
　このことによって、キャップから分離された閉塞部によって、流体路入口の一部、或い
は全部が塞がれることがなくなるとともに、分離された閉塞部が薬液タンク内に落下する
ことがなくなる。
【００８５】
　また、第２切断面の形成点を、キャップ本体の先端が位置決め面に当接した状態におい
て、閉塞部よりキャップ本体の先端側に位置するように設定したことによって、逃がし部
と、キャップ本体の内周面と、閉塞部とで構成される空間が、液排出時においてボトル内
部の液と空気との入替えを行うための空間として機能して、ボトル本体内の液をスムーズ
に排出口から排出させることができる。
【００８６】
　さらに、閉塞部解放部を金属部材で構成することによって、破断強度を大幅に向上させ
られるとともに、薬液に対する耐性を大幅に向上させて、開閉部解放部の繰り返しの使用
耐性の向上を図ることができる。加えて、金属製の閉塞部解放部を洗滌消毒装置本体を構
成する筐体部に一体的に固定されたボトル配設部に対して一体的に固定することによって
、案内部材を介してボトル本体に設けられたキャップをボトル配設部に固定された閉塞部
解放部に高精度に導いて、閉塞部解放部を形成する刃部で薄肉部を確実に破断することが
できる。  
　なお、図１６に示すように閉塞部解放部８０の先端部は、絞り加工を施してホームベー
ス形状に構成されている。
【００８７】
　図１７乃至図１９に示すように液量検知センサ９０は、複数の電極センサ９１ａ、９１
ｂ、９１ｃ、９１ｄ、９１ｅと、これら電極が配置される円盤状のセンサ取付台９２とで
主に構成されている。
【００８８】
　電極センサ９１ａはアース用の電極である。電極センサ９１ｂはボトル７０Ａ又はボト
ル７０Ｂのうちの一方の液だけが供給されたときの水位を検知する電極である。電極セン
サ９１ｃは、ボトル７０Ａの液及びボトル７０Ｂの液とが供給されたときの水位を検知す
る電極である。電極センサ９１ｄは洗滌消毒状態において洗浄消毒槽４に消毒液を供給す
るために必要な最低水位を検知するための電極である。電極センサ９１ｅは、ボトル７０
Ａの液及びボトル７０Ｂの液とが供給されたときの水位を検知した後、供給される希釈液
である水が規定量に達したときの水位を検知する電極である。
【００８９】
　本実施形態においては、各電極センサ９１ａ、９１ｂ、９１ｃ、９１ｄ、９１ｅの隣り
合う電極先端同士が接触状態になることを防止するため、長めの電極センサ９１ａ、９１
ｂ、９１ｃの間に短い電極センサ９１ｄ、９１ｅを配置している。言い換えれば、長い電
極センサ９１ａ、９１ｂ、９１ｃと短い電極センサ９１ｄ、９１ｅとを交互に配置してい
る。このことによって、隣り合う電極同士が当接して発生する電気的な不具合を防止する
ことができる。
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【００９０】
　そして、各電極センサ９１ａ、９１ｂ、９１ｃ、９１ｄ、９１ｅの基端部からは制御部
に接続される信号線（不図示）が延出されている。したがって、各電極センサ９１ｂ、９
１ｃ、９１ｄ、９１ｅで検知された検知情報は制御部に伝送されるようになっている。
【００９１】
　なお、消毒液用トレー１２にボトル体７０を収納配置させて、該消毒液用トレー１２を
再び閉状態位置まで移動させてから所定時間経過した後、制御部に電極センサ９１ｂから
の検知信号だけが入力されている場合、制御部においてはその不具合を告知するための告
知信号を出力して、メイン操作パネル２５にその旨を告知する表示を行う。このことによ
って、ユーザーは、消毒液用トレー又はボトル体に何らかの不具合があることを判断する
ことができる。
【００９２】
　また、消毒液用トレー１２にボトル体７０を収納配置させて、該消毒液用トレー１２を
再び閉状態位置まで移動させてから制御部に電極センサ９１ｃからの検知信号が入力され
た場合、制御部においては薬液タンク７８内へ希釈のための水の供給を開始させる指示信
号を出力する。このことによって、希釈用の水が薬液タンク７８内へ供給される。
【００９３】
　その後、電極センサ９１ｅからの検知信号が制御部に入力された場合、制御部において
薬液タンク７８内へ水が供給されることを停止させるを指示信号を出力する。このことに
よって、希釈用の水の薬液タンク７８内への供給が停止される。
【００９４】
　さらに、電極センサ９１ｄから検知信号が制御部に入力された場合、制御部においては
薬液が少なくなったことをユーザーに告知する告知信号を出力して、メイン操作パネル２
５にその旨を告知する表示を行う。このことによって、ユーザーは、薬液タンク内の液が
少なくなったことを判断することができる。
【００９５】
　なお、図２０に示すようにセンサ取付台９２に設けられた各電極センサ９１ａ、９１ｂ
、９１ｃ、９１ｄ、９１ｅの根元部に例えば絶縁性を有するチューブ体９３を配設する。
このことによって、例えば隣り合う電極センサ９１ｄと電極センサ９１ｃとの電極間隔を
破線に示す距離Ｌ１から、この距離Ｌ１に比べて長い実線に示す距離Ｌ２にすることがで
きる。このことによって、薬液タンク内で発生する結露によって、隣り合う電極同士が電
気的な導通状態にされて誤動作等の電気的な不具合が発生することが防止される。
【００９６】
　なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々変形実施可能である。
【００９７】
[付記]
　以上詳述したような本発明の上記実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００９８】
１．薬液が貯留された容器と、この容器が収納される薬液用トレーとを具備する洗滌消毒
装置において、
　前記薬液用トレーの収納部に収納される容器を特定する係合手段を、収容部及び容器に
設けた洗滌消毒装置。
【００９９】
２．前記係合手段は、前記容器に設けた凸部、及び凹部と、前記収容部に設けられて、前
記容器の凸部に対応する凹部、及び前記容器の凹部に対応する凸部である付記１記載の洗
滌消毒装置。
【０１００】
　内視鏡を洗滌消毒する内視鏡洗滌消毒装置において、消毒用トレーに適用外の消毒液が
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なくなるおそれがある。しかし、薬液用トレーの収納部及び収納部に収納される容器に係
合手段を設けることによって、薬液用トレーの収納部に適用外の薬液が貯留されている容
器が配置されることが防止される。言い換えれば、薬液用トレーの収納部には所定の薬液
が貯留されている容器だけが収納される。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】内視鏡洗滌消毒装置を説明する斜視図
【図２】内視鏡洗滌消毒装置のトップカバーを開状態にして内視鏡が収納される洗滌消毒
槽を説明する斜視図
【図３】トップカバーと槽本体との関係を説明する図
【図４】供給ノズルの噴出口から槽本体内に液を供給するとともに、凸部の内面に向けて
液を噴出している状態を示す図
【図５】図１のＡ－Ａ線断面図
【図６】供給ノズルの噴出口から槽本体内に液を供給するとともに、ドーム状凸部のドー
ム頂点に向けて液を噴出している状態を示す図
【図７】消毒液用トレーとボトルとの関係を説明する図
【図８】消毒液用トレーの構成を説明する図
【図９】消毒液用トレーにボトルを配置した状態を説明する上面図
【図１０】消毒液用トレーにボトルを配置した状態を説明する正面図
【図１１】ボトルと、ボトル配設部と、ボトル配設部に設けられた閉塞部解放部と、薬液
タンクとの関係を説明する図
【図１２】閉塞部解放部の構成を説明する斜視図
【図１３】ボトルがボトル配設部に配置されて、閉塞部解放部の刃部が拡張面部の薄肉部
に対峙している状態を説明する図
【図１４】閉塞部解放部の拡張面部によって閉塞部を押圧している状態を説明する図
【図１５】閉塞部解放部の押圧部によって閉塞部を押し上げた開放状態を示す図
【図１６】閉塞部解放部と破断状態との関係を説明する図
【図１７】ボトル内の液が薬液タンク内に注がれている状態を示す図
【図１８】液量検知センサの構成を説明する図
【図１９】液量検知センサの作用を説明する図
【図２０】結露によって発生する誤動作等の電気的な不具合を防止する液量検知センサの
構成を説明する図
【図２１】ボトルと突起部との構成を説明する図
【図２２】突起部の作用を説明する図
【符号の説明】
【０１０２】
　１…内視鏡洗滌消毒装置　４…洗滌消毒槽　７０Ａ、７０Ｂ…ボトル　
　７１…ボトル本体　７２…キャップ　７２ｄ…閉塞部　７２ｅ…薄肉部
　７５…ボトル配設部　７５ａ…太径部　７７…流体管路部材　７８…薬液タンク
　７９…管路配設部剤　７９ｂ…弾性凸部　７９ｃ…弾性周状突起　８０…閉塞部解放部
　８０ａ…刃部　８０ｂ…拡張面部　８０ｃ…押圧部　８０ｄ…逃がし部
　８０ｅ…管部　８０ｈ…形成点
代理人　　弁理士　　伊　藤　　進
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